
令和２年度 

和歌山県家賃支援金申請要領 
 

 

 

申請期限 

令和３年３月26日（金）まで（当日消印有効） 
ただし、次の要件を満たす場合は、申請期限を令和３年９月30日（木）とします。 

要件 

国の家賃支援給付金の申請を行い、かつ受付が行われている事業者で、令和３年３月26日（金）

（当日消印有効）までに P17の「和歌山県家賃支援金申請期限延長願兼誓約書」を提出していること。

 

提出方法 

郵送による提出 

 申請書類は、次のあて先に郵送により提出してください。 
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 

 

<あて先> 

 〒640-8585 和歌山市小松原通１－１ 

       和歌山県家賃支援金受付係 あて 

 ※切手を貼り付けの上、裏面に差出人の住所及び氏名を記載してください。 

 ※送料は、必ず申請者側での御負担でお願いします。 

 

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いませ

ん。御不明な点は下記お問合せ先にて電話で対応させていただきます。 

申請に必要な書類の入手方法 

 
◆ 申請に必要な書類については、和歌山県庁のホームページからダウンロードして

ください。 
◆ 各振興局、県内市町村、商工会、商工会議所などにも順次申請書類を配置する予定

です。 

お問合せ先 

 

和歌山県支援本部相談窓口 
【電  話】０７３－４４１－３３０１ 

【受付時間】平日 午前９時から午後５時45分まで 

※「令和2年1月1日から5月31日までの間に創業し国の家賃支援給付金を受けていない事業者」及び「収
益事業を営む人格のない社団等」はそれぞれ申請要領が異なりますので、和歌山県庁のホームページ
から申請要領をご覧ください。（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/yachin.html ） 

改訂：令和３年３月４日 
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Ⅰ 和歌山県家賃支援金の概要                 

１ 趣旨       

  新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直面する事業者の事業

継続を下支えするため、地代及び家賃の負担を軽減することを目的とする支援金

を交付するものです。 
 
２ 和歌山県家賃支援金の交付 
  Ⅱの対象要件を満たす事業者に対し、以下の表の区分に応じ算定した額を和歌

山県家賃支援金として交付します。 
※和歌山県家賃支援金は、１，０００円未満切捨てで算出  
表 

 

Ⅱ 対象要件  

下記の４つの要件を全て満たしている必要があります。 
⑴ 県内に主たる事業所（※）を有する事業者 
又は観光関連事業者のうち、①宿泊施設 ②温泉保養施設 ③交通施設  
④休憩食事施設 ⑤観光土産品販売施設 ⑥不特定多数の者が利用する観光

施設と認められる施設を県内で運営する事業者 
 (※) 法人については、法人税確定申告書別表－に記載された納税地等、個人事業者については、

所得税の青色申告書決算書記載された事業所所在地や所得税の収支内訳書に記載された事
業所所在地等が主たる事業所です。（Ｐ12・13 参照） 

 

⑵ 国の家賃支援給付金の給付を受けている事業者 
（ただし、令和２年１月１日から５月 31 日までの間に創業し国の家賃支援給付金の給付を受

けていない事業者、収益事業を営む人格のない社団等は別に定める要件を満たせば、和歌山

県家賃支援金の対象となります。Ｐ15・16 参照） 
 
⑶ 宣誓書を提出する事業者 
 
⑷ 下記の①～④の要件に該当しない事業者 

    ①和歌山県家賃支援金を既に受け取った者 

②和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴

力団員等若しくは同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な

関係を有する者 

③家賃支援給付金の申請日の属する月以降の６か月の間のいずれかの月分の賃

料等に充てるための現金給付を和歌山県以外の地方公共団体から受けている

又は受けることが決定している場合の当該給付額と家賃支援給付金の給付額

との合計額が、家賃支援給付金の申請日の前１か月以内に賃料等として支払

った額に６を乗じた額以上の給付額を受けることとなる者 

④和歌山県家賃支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認める者 

交付対象者の区分 家賃支援金の交付割合 上限額 

法人 国の家賃支援給付金の給付額の４分の１ 150万円 

個人事業者 国の家賃支援給付金の給付額の４分の１ 75万円 
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Ⅲ 申請書類  

（サイズＡ４、印刷片面・モノクロ・カラー可） 

 申請書類一覧 ﾁｪｯｸ 

① 和歌山県家賃支援金交付申請書（別記第 1 号様式） 

（規則第４条関係）（Ｐ４参照） 
□ 

② 別紙「和歌山県家賃支援金申請額 計算表」（Ｐ５、６参照） □ 

③ 申請者事業概要（別記第1号様式）（要綱第５条関係） 

（Ｐ７、８参照） 
□ 

④ 宣誓書（別記第２号様式）（要綱第５条関係）（P９参照） 
□ 

⑤ 役員名簿（別記第３号様式）（要綱第５条関係）(P10参照) 

※法人の場合のみ必要です。 
□ 

⑥ 国の家賃支援給付金の給付通知書（振込のお知らせ）の写（Ｐ11参照）  

※必ず通知書あて名・送付のあて先住所記載欄と給付金額記載欄の両方をコピーしてください。  
□ 

⑦ 振込先口座を確認できる書類（Ｐ12 参照） 

※申請者が法人の場合は法人名義の振込先口座の通帳の写、個人事業者の場合

は申請者本人名義の振込先口座の通帳の写 

□ 

⑧ 

 

※該当の場合のみ必要です。 

【国の家賃支援給付金通知書の送付のあて先が県外の場合】 

主たる事業所の所在地がわかる書類（Ｐ12、13 参照） 

【県外本社の観光関連事業者の場合】 

和歌山県内の事業所所在地が分かる書類（Ｐ13 参照） 

□ 

※規則とは、和歌山県補助金等交付規則のことをいい、要綱とは和歌山県家賃支援金交付要綱

のことをいう。 
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① 和歌山県家賃支援金交付申請書 

 

別記第１号様式(規則第4条関係)                      
 

和歌山県家賃支援金交付申請書 
    

令和 年  月  日    
 
 
  和歌山県知事 様 
 
 

申請者住所  主たる事業所所在地又は個人事業者住所     
氏名又は名称 法人名及び代表者氏名又は個人事業者氏名  印   

 
 
 

令和２年度において、和歌山県家賃支援金（別紙に規定する和歌山県家賃支援金申請額）の

交付について、和歌山県補助金等交付規則第4条の規定により、関係書類を添えて申請します。 
 なお、この申請に当たり同規則第5条の2に規定する補助金等の交付の除外要件に該当するこ

とが判明した場合又は同規則第10条第2項の規定に違反した場合には、同規則第17条の規定に基

づき和歌山県家賃支援金の交付決定の全部を取り消されても何ら異議の申立てを行いません。 
 

 

関係書類 

□ 別紙「和歌山県家賃支援金申請額 計算表」 

□ 和歌山県家賃支援金申請者事業概要 

□ 宣誓書 

□ 法人の場合は役員名簿 

□ 国の家賃支援給付金の給付通知書（振込のお知らせ）の写  

※ 必 ず 通 知 書 あ て 名 ・ 送 付 の あ て 先 住 所 記 載 欄 と 給 付 金 額 記 載 欄 の 両 方 を コ ピ ー し て く だ さ い 。 

□ 申請者が法人の場合は法人名義の振込先口座の通帳の写、個人事業者の場合は申請者本人

名義の振込先口座の通帳の写 

□ 国 の 家 賃 支 援 給 付 金 の 給 付 通 知 書 の 送 付 の あ て 先 が 県 外 の 場 合 は 主 た る 事 業 所 の 所 在 地 が わ か る 書 類  

□ 県外本社の観光関連事業者の場合は和歌山県内の事業所所在地がわかる書類 

□ その他知事が必要と認める書類 

  

代表者印 

記載例 
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②別紙 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県家賃支援金

申請額 

 

  181,000円 

国の家賃支援給付金 

の給付額 

 

726,000円 ＝ × 1/4 
※申請額に１，０００円未満の端数が生じる場合は切捨て 

和歌山県家賃支援金申請額 計算表 

記載例 

726,000円÷４＝181,500円 
↓ 

1,000円未満切捨て 
↓ 

181,000円 

※ 和歌山県以外の地方公共団体から国の家賃支援給付金の申請日以降６か月の間のいずれかの月分の賃料に充

てるための支援金を受給している場合又は受給することが決定している場合は、下記の和歌山県ホームページから

「別紙（※）和歌山県家賃支援金申請額 計算表（他団体家賃支援金等を受給する場合）」をダウンロードし、計算の

上添付してください。（https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/yachin.html ） 
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②別紙（※） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山県家賃支援金申請額 計算表（他団体家賃支援金等を受給する場合） 

※申請額に１，０００円未満の端数が生じる場合は切捨て 

× ６
・・・① 

＋ ＝ ・・・② 

× 1/4  ＝ ・・・④ 

 ① ― ②
 

＝ ・・・③ 

和歌山県家賃支援金申請額は 

③又は④のいずれか少ない方 

（０以下の場合は０） 

和歌山県家賃支援金申請額 

家賃支援給付金申請時の 
直前１か月分の賃料 

国の家賃支援給付金 
の給付額 

他団体 
家賃支援金等 

国の家賃支援給付金 
の給付額 

＝ 
1,200,000円 200,000円 

円 円 円 

円 

円 

円 

円 

※ 和歌山県以外の地方公共団体から国の家賃支援給付金の申請日以降６か月の間のいずれかの月分の賃料に充
てるための支援金を受給している場合又は受給することが決定している場合のみ本様式で申請額を計算ください 

本計算表は「国の家賃給付金」の申請日から6か月の間の賃料に充てるための支援金を和歌山県以外の
都道府県や市町村から受給している方又は受給が決定している方が、和歌山県家賃支援金申請額を計算
するためのものです。 
 
「和歌山県家賃支援金の申請日」までに、都道府県・市町村から家賃や地代に充てるための家賃への支
援金を申請していない場合は、 和歌山県家賃支援金申請額 計算表（P5）により計算してください。 
 
※国の持続化給付金、国の家賃支援給付金、和歌山県事業継続支援金、和歌山県事業継続推進（補助金
）は「他団体家賃支援金等」には該当しませんので、 和歌山県家賃支援金申請額 計算表（P5）によ
り計算してください。 

800,000 300,000 1,100,000 

100,000 

800,000 
200,000 

100,000 

記載例 
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③ 申請者事業概要 

□法人の記載例 
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□個人事業者の記載例 
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④ 宣誓書 
 
別記第２号様式（第５条関係） 

宣 誓 書 
 

私は、和歌山県家賃支援金の交付申請に当たり、下記の内容について、宣誓しま

す。 
宣誓した内容と事実が相違することが判明した場合には、和歌山県家賃支援金の

交付を受けられないことになっても異議はありません。また、これにより生じた損

害については、当方が一切の責任を負うものとします。 
 

記 
(1)  和歌山県家賃支援金交付要綱第２条の交付対象者の要件を満たしています。 
(2)  和歌山県家賃支援金交付要綱第３条の不交付要件に該当しません。 
(3) 和歌山県家賃支援金交付要綱第５条の交付申請書及び添付書類の内容に虚偽

はありません。 
(4) 和歌山県補助金等交付規則第21条第１項の規定による立入検査等を受けた場

合は、適正かつ誠実に対応します。 

                                   以上 
 

 
令和２年  8月１５日 

 
和歌山県知事 様 
 
所 在 地  和歌山市和歌川町５３２２－１            
 
名  称  株式会社 ○○商事              
 
代表者名  代表取締役社長 和歌山 太郎         

※法人の代表者又は個人事業主が自署してください。 
 

  

ゴム印等を使用せず

法人の代表者又は個

人事業主が自署して

ください。 
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⑤ 役員名簿（法人の場合） 
 
別記第３号様式（第５条関係） 

役員名簿 

 
法人名称:                         ※該当する年号を○で囲んでください。 

役職名 （ふ り が な） 
氏   名 住   所 生 年 月 日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

   
大・昭・平 

 
年  月  日 

 

※ 法人の登記事項証明書に記載されている役員全員（現在就いている方）について記載してください。 

※ 収集した個人情報については、和歌山県家賃支援金に係る交付事務についてのみ使用し、その他の目的のために

は使用しません。ただし、本県が必要と認める場合は、本役員名簿について、警察当局へ照会することがあります。 
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⑥ 国の家賃支援給付金の給付通知書（振込のお知らせ）写 

※必ず通知書あて名・送付のあて先住所記載欄と給付金額記載欄の両方をコピーしてください。  

□法人の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□個人事業者の場合 
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⑦ 振込先口座を確認できる書類 

□ 口座の通帳の写し 

（法人の場合）法人名義 

（個人事業者の場合）本人名義 
 
注 1) 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようコ 

ピーしてください。 
注 2) 上記が確認できるように、通帳の表面と通帳を開いた１・2 ページ目の両方をコピー

してください。 
注 3) 電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像のコピーを

提出してください。同様に、当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画
像のコピーを提出してください。 

注 4) 画像が不鮮明な場合や、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が１
つでも確認できない場合は、振込ができず、和歌山県家賃支援金のお支払いができない
場合がありますので、御留意ください。 

 
    通帳の表面      通帳を開いた 1･2 ページ目  電子通帳画像をコピー 

  

 

 

 

 

  

⑧【国の家賃支援給付金の給付通知書（振込のお知らせ）の送付のあて先が県外の場合】 

主たる事業所の所在地がわかる書類 
 

イ 法人の場合 

□ 法人税確定申告書別表一の控えの写   

※減収月の属する事業年度の直前（注）の事業年度の確定申

告書を提出してください。また、直前の事業年度の確定申告

書が提出できない場合は、２事業年度前の確定申告書をもっ

て代えることが可能です。 

注）確定申告書別表一の控えの写には収受日付印が押印（受

付日時が印字）されていること。なお、収受日付印が

無い場合、税理士による押印及び署名があること。電

子申告の場合で収受日付印の押印がない場合は、受信

通知も確定申告書別表一の控えの写とあわせて添付。

なお、確定申告書上部に「電子申告の日時」と「受付番

号」の記載があるもの、または確定申告書に税理士の

押印及び署名があるものは受信通知の添付は不要。 

 

□ 法人税確定申告書がない場合は、本店所在地の確認できる登記簿謄本又は

履歴事項全部証明書の写 
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ロ 個人事業者の場合、次のいずれも（青色申告の場合） 

 

□  所得税の青色申告決算書 1 枚目の写 

※令和元年分を提出 

    

ハ 個人事業者の場合、次のいずれも（白色申告の場合） 

 

□ 所得税の収支内訳書 1 枚目の写 

※令和元年分を提出 

 

ニ 個人事業者で青色申告及び白色申告をしていない場合、もしくは事業所 

所在地の記載が無い場合 

 □ 和歌山県内に主たる事業所を有すると証明できる書類 

   例）和歌山県内事業所の個人事業の開業・廃業等届出書の写、営業許 

可証の写、事業所所在地の記載のある公共料金領収書の写など 

 

【県外本社の観光関連事業者の場合】 

和歌山県内の事業所の所在地が分かる書類 

 □ 和歌山県の県税事務所の収受日付印があり、和歌山県内事業所所在地が明記

されている法人県民税・事業税の確定申告書（第 6 号様式）の控えの写、和歌

山県内事業所の営業許可証の写、事業所所在地の記載のある公共料金領収書の

写など 
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Ⅳ 交付の決定等                  

１ 和歌山県家賃支援金の交付決定 

  申請書類を受理した後、その内容を審査した上で、適正と認められるときは和歌

山県家賃支援金の交付を決定します。 

  なお、「和歌山県家賃支援金申請額 計算表」の申請額に誤りがある場合は、和

歌山県家賃支援金交付要綱で定める計算方法で算出した金額を和歌山県家賃支援

金の金額として交付決定します。 

 

２ 通知 

申請書類の確認の結果、和歌山県家賃支援金の交付を決定したときは、後日、交

付に関する通知書を発送します。 

  一方、申請書類の確認の結果、和歌山県家賃支援金を交付しない旨を決定したと

きは、後日、不交付に関する通知書を発送します。 

  なお、いずれの場合も申請書類の返却はしません。 

 

３ 和歌山県家賃支援金の返還 

 和歌山県家賃支援金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚し

た場合は、和歌山県家賃支援金の交付決定を取り消します。 

なお、既に和歌山県家賃支援金を交付済みの場合には、和歌山県家賃支援金を返還

していただきます。 
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Ⅴ 対象要件の特例                   

１ 令和２年１月１日から５月 31 日までの間に創業し家賃支援給付金
を受けていない事業者の特例 
（１） 対象要件  

令和２年１月１日から５月 31 日までの間に創業し家賃支援給付金を受けてい

ない事業者であって、県内に主たる事業所を有する事業者または観光関連事業者

のうち①宿泊施設、②温泉保養施設、③交通施設、④休憩食事施設、⑤観光土産

品販売施設、⑥不特定多数の方が利用する観光施設と認められる施設を県内で運

営する事業者は、次に掲げる要件を満たすことをもって、和歌山県家賃支援金の

対象とします。  

 

① 創業に当たって金融機関から融資を受けている事業者または支援機関によ

る経営支援等を受け事業を進めている事業者で、今後も事業を継続する意思

があること  

 

② 令和２年５月から 12 月までにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響な

どにより、以下のいずれかに該当する事業者 

（ア） いずれか１か月の売上高が事業計画等 で想定していた同月と比べると

５０％以上減した月が存在する。  

（イ）連続する３か月の売上高の合計が事業計画等で想定していた同期と比べ

ると３０％以上減した時期が存在する。 

なお、事業計画書等に月ごとの売上(収入)予定額が記載されていない場

合は、記載されている年間の売上(収入)予定額からひと月分の平均売上(収

入)予定額を算出  

 

③ 本申請要領 P2 の「Ⅱ対象要件(3)、(4)」を満たす事業者  

 

④ その他、「令和２年度和歌山県家賃支援金申請要領 『令和２年１月１日か

ら５月 31 日までに創業した事業者の取扱い』」の要件を満たす事業者  

 

（２） 申請方法  

和歌山県家賃支援金の算定方法や申請書類等、申請手続きに必要な具体的事項

については別途「令和 2 年度和歌山県家賃支援金申請要領 『令和２年１月１日

から５月 31 日までに創業した事業者の取扱い』」をご参照ください。  

なお、当該申請要領は和歌山県ホームページに掲載しています。  

（URL ht tp s : / / w w w . p r e f . w a k a y a m a . l g . j p / p r e f g / 0 6 0 3 0 0 /  y a c h i n _ s o u g y o u . h t m l  ）  

 

（３） 問合せ先  

和歌山県支援本部相談窓口  

【電 話】０７３－４４１－３３０１  

【受付時間】午前９時から午後５時 45 分まで（平日） 

 

 



- 16 - 
 

 

２ 収益事業を営む人格のない社団等の取扱いについての特例 
（１） 対象要件  

県内に主たる事業所を有し、法人税法（昭和40年法律第34号）第２条第１項第

13号に規定する収益事業を営む同法第２条第１項第８号に規定する人格のない社

団等であり、和歌山県家賃支援金の交付の目的に従って、和歌山県家賃支援金を

当該事業の継続のために利用する者は、次に掲げる要件を満たすことをもって、

和歌山県家賃支援金の対象とします。  

 

① 令和元年以前から収益事業から生じる事業収入（売上）があり、確定申告

を行っている事業者で、今後も事業を継続する意思があること。  

 

② 令和２年５月から12月までにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響な

どにより、以下のいずれかに該当する事業者 

（ア） いずれか１か月の売上高が前年同月と比べると５０％以上減した月

が存在する。  

（イ） 連続する３か月の売上高の合計が前年同期と比べると３０％以上減

した３か月が存在する。 

 

③ 本申請要領P２の「Ⅱ対象要件(3)、(4)」を満たす事業者  

 

④ その他、「令和２年度和歌山県家賃支援金申請要領『収益事業を営む人格

のない社団等の取扱い』」の要件を満たす事業者  

 

（２） 申請方法  

和歌山県家賃支援金の算定方法や申請書類等、申請手続きに必要な具体的事項

については別途「令和２年度和歌山県家賃支援金申請要領 『収益事業を営む人

格のない社団等の取扱い』」をご参照ください。  

なお、当該申請要領は和歌山県ホームページに掲載しております。  

（URL h t t p s : / / w w w . p r e f . w a k a y a m a . l g . j p / p r e f g / 0 6 0 3 0 0 / y a c h i n _ s y a d a n t o u . h t m l ） 

  

（３） 問合せ先  

和歌山県支援本部相談窓口  

【電 話】０７３－４４１－３３０１  

【受付時間】午前９時から午後５時 45 分まで（平日） 
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Ⅵ 申請期限の特例                     

国の家賃支援給付金の申請を行い、受付が行われているが、給付通知書などの給付

が行われたことが分かる書面を県に提出できないことが見込まれる場合、下記の「和

歌山県家賃支援金申請期限延長願兼誓約書」を令和３年３月 26 日（金）（当日消印

有効）までに提出することで、申請期限を令和３年９月 30 日（木）まで延長するこ

とができます。 

 

第５条関係 

 

和歌山県家賃支援金申請期限延長願兼誓約書 

 

私は、令和 年 月 日に国の家賃支援給付金の申請を行い、かつ受付されまし

たが、現在給付が決定されたことが分かる書面（給付通知書等）を提出できません。 

 つきましては、和歌山県家賃支援金の申請期限である令和３年３月 26 日（金）ま

でに、和歌山県家賃支援金の申請が困難であることが見込まれるため、申請期限を

令和３年９月 30 日（木）まで延長することを願い出ます。 

なお、上記期限までに必要書類を揃えて、申請書類を提出しなかった場合、和歌

山県家賃支援金の交付を受けられないことになっても異議はありません。また、こ

れにより生じた損害については、当方が一切の責任を負うものとします。 

令和３年 月 日    

 

和歌山県知事 様 

 

住   所                     

名称（屋号）                    

氏   名                     

連 絡 先                       

※法人の代表者又は個人事業主が自署してください。 

 

 

 

 

下線部を記入し提出してください 

提出先 
〒640-8585 和歌山市小松原通１－１ 
和歌山県家賃支援金受付係 
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